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１２ 障害福祉サービス等の利用 

     （障害者総合支援法・児童福祉法） 
 

能力や適性に応じた訓練や、さまざまな福祉サービスで、身近な地域

での生活が送れるよう支援します。 

■ 申請から利用までの流れ 

 

    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

利用計画案 

の作成依頼 

サービスの利用申請を行います。 

※サービスの利用を円滑に進めるため、 

申請前に地域包括支援センター等 

（60～64ページ） 

への相談をお願いする場合があります。 

【申請窓口】 

◇ 市役所 福祉課  

◇ 各総合事務所 市民生活・福祉グループ 

1．申       請 

計画作成事業

者による計画

案の作成 

市の職員が、心身の状況やサービスの

利用意向などについて、聞き取り調査

を行います。 

調査の結果及び利用計画案の内容により、

サービス内容を決定します。 

サービス内容が決定すると、 

受給者証が発行されます。 

サービスを提供する事業所や施設に受給者証を提示し、

利用契約を結び、サービスの利用を開始します。 

 

 

 

利用計画 

の見直し 

一定期間ごとに利用

計画を見直し（モニタ

リング）、必要に応じ

てサービス内容を変

更します。 

審査会：障害福祉サービス（介護給付

を利用する場合は、障害支援

区分の認定を行います。医師

の意見書が必要です 

申請から決定まで、概ね 1 ヵ月

半～2ヵ月程度かかります。早め

の申請をお願いします。 

一人ひとりに、 

相談支援専門員が

付くので安心です。 

2．調  査  等 

3．決      定 

4．利 用 開 始 
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■ 利用対象者 

次のいずれかに該当する人 

① 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者 

② 自立支援医療費（精神通院医療）受給者 

③ 難病等対象者（111～113ページ参照） 

④ 障害福祉サービスが必要である旨の医師等の意見を受けた者 

（対象：障害のある児童及び精神障害のある人） 

⑤ 就学している障害のある児童（放課後等デイサービス利用対象者） 

■ 障害福祉サービス等の種類 

◇ 介護給付 
サービス名 内 容 

居宅介護 
（ホームヘルプサービス） 

自宅での入浴、排せつ、食事などの介護や家事支援、通院のた
めの介助などを行う 

行動援護 
知的障害又は精神障害のある人で行動に困難がある人の外出
時における危険回避のために必要な支援を行う 

重度訪問介護 

重度の肢体不自由により常に介護を必要とする人、又は知的
障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害
者であって常時介護を必要とする人に、自宅での介護や外出
時の移動支援を総合的に行う 

生活介護 
常に介護を必要とする人に、昼間、施設で入浴、排せつ、食事
の介護や創作的活動又は生産活動の機会を提供する 

療養介護 
医療と常時の介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療
養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を提供する 

短期入所 
自宅で介護する人が病気の場合などに短期間施設で入浴、排
せつ、食事などの介護を行う 

施設入所支援 
施設に入所する人に夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等
を行う 

同行援護 
重度の視覚障害者の移動支援について、外出時に同行し、移動
に必要な情報の提供や移動の援護等を行う 

◇ 訓練等給付 

サービス名 内 容 

就労移行支援 
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間就労に必要な
知識及び能力向上のために必要な訓練を行う 

就労継続支援 
(雇用型・非雇用型) 

一般企業等での就労が困難な人に働く場を提供するととも
に、知識及び能力向上のために必要な訓練を行う 

自立訓練 
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身
体機能や生活能力の向上のために必要な訓練を行う 

就労定着支援 
就労移行支援等、上記のサービスを利用し、一般就労に移行
した人に、就労に伴う生活上の支援を行う 
（体調の管理、企業や関係機関との連絡調整など） 

共同生活援助 
（グループホーム） 

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ又
は食事の介護その他の日常生活上の援助を行う 

自立生活援助 
障害者支援施設やグループホーム、医療機関等から地域での
一人暮らしへ移行した人に、定期的な巡回訪問や随時の対応
などの支援を行う 
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◇ 地域生活支援事業 
サービス名 内 容 

移動支援事業 
障害のため屋外での移動が困難な人に、ヘルパーを派遣し、
外出のための支援を行う 

訪問入浴サービス事業 
重度の身体障害のある人に対して、自宅へ浴槽を持ち込み、
入浴を行う 

日中一時支援事業 
日中に介護者がいないため一時的に見守り等が必要な障害
のある児童等に、施設等で活動の場の提供などの支援を行
う 

◇ 地域相談支援給付 

サービス名 内 容 

地域移行支援 
長期にわたり障害者支援施設等に入所している障害者又は
精神病院に入院している精神障害者に、住居確保・地域生
活移行に関する相談等の必要な支援を行う 

地域定着支援 
居宅に単身等で生活する障害者に、常時の連絡体制確保、
障害の特性で生じた緊急事態における相談等の必要な支援
を行う 

◇ 障害児通所支援 

サービス名 内 容 

放課後等 
デイサービス 

就学している障害のある児童に対し、授業終了後又は休業
日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流
の促進を図るための支援を行う 

児童発達支援 
障害のある就学前の児童に対し、日常生活における基本的
な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を
行う 

保育所等訪問支援 

保育所等を利用中、又は今後利用する予定の障害のある児
童が、保育所等における集団生活の適応のための専門的な
支援を必要とする場合に、訪問支援を実施することにより、
保育所等の安定した利用を促進する 

居宅訪問型 
児童発達支援 

重度の障害の状態等で、支援を受けるために外出すること
が困難な障害児に対し、その居宅を訪問し、日常生活にお
ける基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力向上
のために必要な訓練等を行う 

 

障害児行動援護等サービス利用支援事業 

■ 対象者 

移動支援又は行動援護の利用決定を受けている児童の保護者 

■ 助成額 

   夏休み期間の移動支援又は行動援護の利用に伴う福祉有償運送の利用

料金（60円／km上限） 

■ 申請に必要なもの 

・申請書 ・福祉有償運送に係る領収書 

担当：福祉課福祉第一係（電話：025-520-5694） 
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■ 障害福祉サービス事業者等一覧（R7.4 現在） 

サービスの種類 事業所（施設）名 定 員 住         所 電    話 

居宅介護 
 

重度訪問介護 

上越市社会福祉協議会 
ヘルパーステーション上越 

－ 木田新田 1-1-3 025-526-1666 

(サテライト事業所) 
   名立サテライト 

－ 
名立区名立大町
4234 

025-537-2566 

上越市社会福祉協議会 
ヘルパーステーション上越北 

－ 頸城区百間町 615-2 025-530-4361 

(サテライト事業所) 
   頸城サテライト 

－ 頸城区上吉 194-1 025-546-5111 

大潟サテライト － 大潟区九戸浜 240-2 025-535-5840 

上越市社会福祉協議会 
ヘルパーステーション上越南 

－ 清里区岡野町 1618 025-530-7637 

上越市社会福祉協議会 
ヘルパーステーション安塚 

－ 安塚区安塚 2549-5 025-592-3002 

上越市社会福祉協議会 
ヘルパーステーション柿崎 

－ 柿崎区柿崎 558-1 025-536-6755 

アースサポート上越 － とよば 127番 025-527-2311 

ツクイ上越つちはし － 土橋 828-2 025-526-1890 

ニチイケアセンター直江津 － 五智新町 1-24 025-531-3060 

ニチイケアセンター上越たかだ － 
北城町 4-13-8 北城 
センタービル 1階 

025-520-4380 

ニチイケアセンター柿崎 － 
柿崎区馬正面 1159-
41ヨシクラビル 2階 
B号 

025-535-2951 

めぐみ － 西城町 1-1-20 025-521-5313 

訪問介護きらめき － 下門前 2276 025-545-2525 

居宅介護 
※重度訪問介護

なし 

ホームケアプラス 
訪問介護事業所 

－ 中田原 80番地 28 025-520-8518 

訪問介護だいにち － 大字大日 34-5 025-523-0700 

NPO法人スキップ  
ヘルパーステーション 

－ 
大町 2-2-30ピアハ 
イム高田 702号 

090-6794-5414 

同行援護 

上越市社会福祉協議会 

ヘルパーステーション上越 
－ 木田新田 1-1-3 025-526-1666 

上越市社会福祉協議会 

ヘルパーステーション上越北 
－ 頸城区百間町 615-2 025-530-4361 

ニチイケアセンター直江津 － 五智新町 1-24 025-531-3060 

ニチイケアセンター柿崎 － 

柿崎区馬正面 1159-

41ヨシクラビル 2階 

B号 

025-535-2951 
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サービスの種類 事業所（施設）名 定 員 住         所 電    話 

生活介護 

かなやの里ほほえみ 45人 大字小滝 644-2 025-526-8378 

かなやの里療護園 
 「かたくり・すずらん」 

28人 大字下馬場 576-78 025-522-1666 

南さくら工房 35人 大手町 5-32 025-526-6060 

生活介護事業所「きら」 20人 石橋 2-10-12 025-545-1707 

生活介護事業所「とも」 20人 石橋 2-10-16 025-546-7812 

つどいの郷 24人 大潟区九戸浜 388-8 025-534-3972 

居多さくら工房 26人 五智 6-5-23 025-545-3311 

おもむき倶楽部 20人 五智 2-14-22 025-520-7213 

いちょうの木の家 6人 新光町 3-18-6 025-543-2699 

こころ場 10人 大潟区犀潟 410-5 025-520-8899 

ふれんどり～ライフよしかわ 20人 吉川区原之町 1819-1 025-548-3454  

やまびこ 20人 三和区井ノ口 806-1 025-532-4332 

かなやの里ワークス 6人 大字下馬場 576-8 025-521-0211 

また明日 Labo（ラボ） 4人 仲町 3-1-13 025-530-6020 

生活介護 
自立訓練 
※介護保険 

デイサービス 
基準 

デイサービスセンター 
謙信高志の里 

－ 木田新田 1-1-3 025-526-1616 

まちトレ上越 － 新光町 1-6-17 025-520-8015 

デイサービス二幸 高田 － 大貫 3-3-12 025-522-8202 

デイサービス二幸 直江津 － 中央 3-18-7 025-539-6010 

デイサービス 
大竹機能訓練センター 

－ 安江 1-3-5 025-539-5630 

デイホームやちほ － 上荒浜 14-1 025-544-3080 

かがやきハウス － 西城町 2丁目 8-30 025-522-6602 

デイサービスセンター安塚 
やすらぎ荘 

－ 安塚区安塚 2549-5 025-594-3002 

デイサービスセンター 
ゆりかご荘 

－ 大潟区犀潟 410-2 025-534-6223 

くびきの里 
デイサービスセンター 

－ 頸城区上吉 194-1 025-546-5112 
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サービスの種類 事業所（施設）名 定 員 住         所 電    話 

生活介護 
自立訓練 
※介護保険 

デイサービス 
基準 

頸城デイサービスセンター 
無憂の里 

－ 頸城区百間町 615-2 025-530-3865 

頸城デイサービスセンター 
はながさの里 

－ 頸城区花ヶ崎 1165 025-530-3930 

吉川デイサービスセンター 
あじさいの家 

－ 吉川区原之町 1819-1 025-548-2388 

いこいの里あさひ － 吉川区梶 2084-1 025-539-3148 

えんじゅの郷 
デイサービスセンター 

－ 中郷区藤沢 998-1 0255-74-2420 

デイサービスセンター 
ふれあいの家 

－ 清里区岡野町 1616 025-528-3000 

デイサービスセンター 
三和愛宕の園 

－ 三和区野 407-1 025-529-2525 

三和デイサービスセンター 
すいせんの里 

－ 三和区井ノ口 406-1 025-529-2231 

みやじまの里清心荘 － 板倉区宮島 135-1 0255-78-2000 

えびすはまデイホーム米 － 夷浜 119-21 025-539-5608 

名立デイサービスセンター 
椿寿苑 

－ 名立区名立大町 4234 025-537-2566 

樹楽上増田 
（小規模多機能型） 

－ 
頸城区上増田 
字東野 122-1 

025-546-7342 

本町楽寿の家 
（小規模多機能型） 

－ 
本町 2-6-17 
（石田記念福祉館） 

025-523-0255 

上吉野白鳥の里 
（小規模多機能型） 

－ 大字上吉野 1912-2 025-539-1830 

八千浦ひよりの里 
（小規模多機能型） 

－ 大字西ケ窪浜 156-1 025-546-5610 

居多の里（小規模多機能型） － 五智 2-1-3 025-539-0197 

うつぎの里（小規模多機能型） － 大潟区土底浜 978-1 025-534-6536 

だんらん（小規模多機能型） － 頸城区北方 125-9 025-530-3657 

えどひがんの里 

（小規模多機能型） 
－ 三和区井ノ口 1718-4 025-532-3782 

デイサービスよいさ 

（小規模多機能型） 
－ 頸城区花ケ崎 1886 025-512-7170 

療養介護 

さいがた医療センター 

（重症心身障害） 
80人 

大潟区犀潟 468-1 025-534-3131 
さいがた医療センター 

つむぎ（神経難病） 
24人 

短期入所 
かなやの里更生園 10人 大字下馬場 576-78 025-522-1961 

かなやの里療護園 4人 大字下馬場 576-78 025-522-1310 
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サービスの種類 事業所（施設）名 定 員 住         所 電    話 

短期入所 

上越地域医療センター病院 
（医療型） 

－ 南高田町 6-9 025-523-2131 

さくらホーム陽 1人 寺町 2-12-11 025-522-1831 

さくらホーム五智 1人 五智新町 9-6 025-522-1831 

さくらホーム居多 1人 五智 6-5-21 025-522-1831 

短期入所「ぷあん」 8人 石橋 2-3-31 025-545-5188 

桑の里 － 京田字三角田 134-1 025-521-0770 

安塚やすらぎ荘 
ショートステイ 

－ 安塚区安塚 2549-5 025-592-3002 

さいはま園 2人 大潟区犀潟 410-2 025-546-7355 

さいがた医療センター 
（医療型） 

－ 大潟区犀潟 468-1 025-534-3131 

ホームうのはな 4人 大潟区九戸浜 388-8 025-535-5552 

ショートステイおおすぎ 
1人 浦川原区有島 96-2 

025-599-2881 
1人 浦川原区菱田 909-3 

やまびこ短期入所 5人 三和区井ノ口 806-1 025-532-4332 

くびきの里ショートステイ － 頸城区上吉 194-1 025-546-5113 

ショートステイサンクス柿崎 － 
柿崎区あけぼの 
644-8 

025-535-2510 

ふれあいの杜上越 － 頸城区西福島 945-1 025-531-3490 

大潟愛宕の園 － 大潟区土底浜 978-1 025-534-6535 

いこいの里あさひ － 吉川区梶 2084-1 025-539-3148 

ショートステイ謙信高志の里 － 木田新田 1-1-3 025-526-1616 

ハウス道芝 － 高土町 3-2-13 025-522-7233 

ソーシャルインクルーホーム 
上越寺町 

3人 寺町 1-18-23 025-520-9528 

本町楽寿の家 
（小規模多機能型） 

－ 
本町 2-6-17 
（石田記念福祉館） 

025-523-0255 

上吉野白鳥の里 
（小規模多機能型） 

－ 大字上吉野 1912-2 025-539-1830 

八千浦ひよりの里 
（小規模多機能型） 

－ 大字西ケ窪浜 156-1 025-546-5610 

居多の里（小規模多機能型） － 五智 2-1-3 025-539-0197 
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サービスの種類 事業所（施設）名 定 員 住         所 電    話 

短期入所 

うつぎの里（小規模多機能型） － 大潟区土底浜 978-1 025-534-6536 

だんらん（小規模多機能型） － 頸城区北方 125-8 025-530-3657 

えどひがんの里 
（小規模多機能型） 

－ 
三和区井ノ口 1718-
4 

025-532-3782 

就労移行支援 

さくら工房 3人 高土町 3-4-2 025-522-1721 

つばき工房 3人 高土町 3-4-12 025-523-5472 

北さくら工房 4人 西本町 1-8-1 025-545-2230 

つくし工房 11人 北新保 55-1 025-520-3294 

さんさん工房 6人 新光町 3-11-12 025-543-3273 

板倉ふれあい工房 4人 板倉区宮島 131-1 0255-78-4870 

Re:WORK withポニーズ 15人 藤巻 7-35 025-521-1155 

Re:WORK withポニーズ 
※従たる事業所 

5人 大字大日 34-5 025-523-8874 

ふれんどり～ミルはまなす 3人 柿崎区柿崎 6406 025-536-6200 

おりづる 4人 五智 2-6-3 025-544-0626 

障がい者就労支援センター 
WITH 

12人 五智 2-526-3  025-531-1005 

また明日 カレッジ 24人 
上越市本町 5-5-9 
ランドビル 2F 

025-530-7827 

就労定着支援 

つばき工房 － 高土町 3-4-12 025-523-5472 

つくし工房 － 北新保 55-1 025-520-3294 

ふれんどり～ミルはまなす － 柿崎区柿崎 6406 025-536-6200 

夕映え耕房 － 大潟区犀潟 410-5 025-520-8900 

障がい者就労支援センター 
WITH 

－ 五智 2-526-3  025-531-1005 

Re:WORK withポニーズ － 藤巻 7-35 025-521-1155 

就労継続支援 
A型 

ソーシャルファーム 
ドリーと緑の風 

10人 大字丸山新田 183-1 025-546-7127 

障がい者就労支援センター 
WITH 

8人 五智 2-526-3  025-531-1005 

J with you 13人 
柿崎区馬正面 1300-
1 

025-520-4510 

 越善はぐくみ弁当 20人 大和 2-3-54 025-522-4946 



- 53 - 

 

サービスの種類 事業所（施設）名 定 員 住         所 電    話 

就労継続支援 
A型 

ブライト・ライフ 20人 稲田 4-1-32 025-530-7537 

就労継続支援 
B型 

かなやの里ワークス 44人 大字下馬場 576-8 
025-521-0211 

スマイリーかなや 10人 安江 1-1-1 

板倉ふれあい工房 15人 板倉区宮島 131-1 0255-78-4870 

つくし工房 13人 北新保 55-1 025-520-3294 

北さくら工房 30人 西本町 1-8-1 025-545-2230 

さくら工房 25人 高土町 3-4-2 025-522-1721 

つばき工房 20人 高土町 3-4-12 025-523-5472 

ポプラの家 20人 大手町 7-5 025-524-7815 

さんさん工房 14人 新光町 3-11-12 025-543-3273 

ワークセンターよしかわ 10人 吉川区原之町 2039-1 025-548-3737 

ワークセンター 
おおすぎのさと 

20人 浦川原区虫川 818 025-599-2881 

ふれんどり～ミルはまなす 37人 柿崎区柿崎 6406 025-536-6200 

やまびこ 25人 三和区井ノ口 806-1 025-532-4332 

くびきふれあい 15人 頸城区百間町 633 025-530-3815 

夕映え耕房 20人 大潟区犀潟 410-5 025-520-8900 

つどいの郷 16人 大潟区九戸浜 388-8 025-534-3972 

おりづる 11人 五智 2-6-3 025-544-0626 

つくしワークトレーニング 
ルーム 

11人 
寺町 2-20-1（福祉 
交流プラザ内） 

025-538-8001 

つくしワークショップ 
スペース 

17人 
本町 2-6-17 
（石田記念福祉館） 

025-523-0202 

さふたか 20人 寺町 3-18-6 025-520-8864 

RAITO 20人 寺町 3-18-6 025-520-9431 

ファンデ 20人 春日新田 5-4-11 025-520-8333 

はなの家 20人 大貫 1-15-14 025-520-7041 

ワークライフだいにち 20人 大字大日 31 025-530-6800 

ソーシャルファーム  
    ドリーと緑の風 

10人 大字丸山新田 183-1 025-546-7127 

また明日 Labo（ラボ） 16人 仲町 3-1-13 080-7665-6865 

J with you 7人 柿崎区馬正面 1300-1 025-520-4510 
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サービスの種類 事業所（施設）名 定 員 住         所 電    話 

  自立訓練 

ハウス道芝 20人 高土町 3-2-13 025-522-7233 

さくら工房 8人 高土町 3-4-2 025-522-1721 

つばき工房 4人 高土町 3-4-12 025-523-5472 

北さくら工房 5人 西本町 1-8-1 025-545-2230 

いちょうの木の家 14人 新光町 3-18-6 025-543-2699 

こころ場 10人 大潟区犀潟 410-5 025-520-8899 

また明日 カレッジ 16人 
上越市本町 5-5-9 
ランドビル 2F 

025-530-7827 

宿泊型 
自立訓練 

ハウス道芝 20人 高土町 3-2-13 025-522-7233 

いちょうの木の家 18人 新光町 3-18-6 
025-543-2624
（三交病院内） 

こころ場 10人 大潟区犀潟 410-5 025-520-8899 

グループホーム 

やまと寮 5人 大和 1-2-19 

025-522-1961 

 (上越福祉会） 

ホームかみなかだ 5人 大字上中田 1100-1 

ホーム大和 7人 大和 1-2-20 

すずらん 5人 大字上中田 252-5 

ホーム茶屋町 7人 大和 1-8-17 

ホームみらい 7人 大和 1-8-17 

ひがししろ寮 8人 東城町 2-8-35 

ホーム安江 7人 安江 1-1-1 025-543-1315 

ホームうのはな 6人 大潟区九戸浜 388-8 

025-535-5552 

025-522-1831 
（さくらの家） 

さくらホーム寺町 5人 寺町 2-12-19 

さくらホームさくらの家 11人 高土町 3-4-2 

さくらホームつばきの家 10人 高土町 3-4-12 

さくらホーム陽 5人 寺町 2-12-11 

さくらホーム朋 6人 寺町 2-12-11 

さくらホーム五智 5人 五智新町 9-6 

さくらホーム直 6人 塩屋新田 342 

さくらホーム居多 5人 五智 6-5-21 
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サービスの種類 事業所（施設）名 定 員 住         所 電    話 

グループホーム 

セカンドプレイス 10人 五智 2-14-21 
025-520-7213 

（おもむき倶楽部） 

グループホームつくしの里 6人 新南町 28-3 
025-521-2860 

（つくしセンター） 

常心寮 6人 東城町 3-10-28  025-520-2021 
（川室記念病院内） つくし荘 7人 稲田 4-7-8 

グループホーム道芝荘 8人 大字杉野袋 227-1 
025-522-7233 

（ハウス道芝内） 

グループホーム三交 5人 新光町 3-11-18 
025-543-2624 
（三交病院内） 

ゆめほーむ 5人 浦川原区顕聖寺 172 025-599-1010 

ユニス菱田 6人 浦川原区菱田 909-3 025-599-2951 

となりぐみ 4人 浦川原区有島 96-2 025-594-7200 

いわい 5人 吉川区河沢 633 025-512-5740 

犀浜荘 5人 
大潟区四ツ屋浜 385-
1 

025-534-3100 
（夕映えの郷内） 

コーポあおぞら 6人 大潟区雁子浜 310-12 

Re.ゆうばえ 7人 大潟区犀潟 410-5 

コーポスワロー 7人 大潟区四ツ屋浜 764 

三和オリーブ 10人 三和区井ノ口 757-1 025-520-7602 

りとるらいふ「ふぁみりあ」 12人 石橋 2-3-29 025-546-7964 

グループホームこすもす 4人 大貫 4-20-3 025-520-8300 

柿崎ふれんどり～ホーム 
うらはま 

5人 柿崎区柿崎 6248-1 025-536-6200 

いんくる上越たかだの家 4人 中田原 49-2 025-520-7435 

いんくる上越いわきの家 6人 岩木 535-5 025-520-7435 

いんくる上越かきざきの家 5人 柿崎区直海浜 586−16 025-520-7435 

いんくる上越おおまちの家 5人 大町 1-5-19 025-520-7435 

いんくる上越なかどおりの家 4人 中通町 13-23 025-520-7435 

いんくる上越かみなかだの家 5人 上中田 231-15 025-520-7435 

グループホーム 
（日中サービス 

 支援型） 

ソーシャルインクルーホーム 
上越寺町 

20人 寺町 1-18-23 025-520-9528 

自立生活援助 みんなでいきる相談センター － 
石橋 2-3-29  
パレット内 

025-546-7984 
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サービスの種類 事業所（施設）名 定 員 住         所 電    話 

施設入所支援 

かなやの里更生園 100人 大字下馬場 576-78 025-522-1961 

かなやの里療護園 50人 大字下馬場 576-78 025-522-1310 

さいはま園 20人 大潟区犀潟 410-2 025-546-7355 

地域活動支援 
センター 

つくしセンター － 高土町 3-2-12 025-521-2860 

つながり支援センター  
木もれ Be 

－ 大潟区犀潟 410-5 025-520-8910 

地活 あ ぽあん － 寺町 2-20-1 080-7734-8934 

地域生活 
支援事業 

(日中一時支援) 

かなやの里更生園 － 大字下馬場 576-78 025-522-1961 

かなやの里ほほえみ － 大字小滝 644-2 025-526-8378 

かなやの里ワークス － 大字下馬場 576-8 025-521-0211 

さくら工房 － 高土町 3-4-2 025-522-1721 

つばき工房 － 高土町 3-4-12 025-523-5472 

南さくら工房 － 大手町 5-32 025-526-6060 

北さくら工房 － 西本町 1-8-1 025-545-2230 

りとるらいふ「ららん」 － 石橋 2-3-31 025-542-5126 

りとるらいふ「にこ」 － 寺町 2-20-1 025-520-8150 

りとるらいふ「きら」 － 石橋 2-10-12 025-545-1707 

りとるらいふ「ぷあん」 － 石橋 2-3-31 025-545-5188 

ふれんどり～ミルはまなす － 柿崎区柿崎 6406 025-536-6200 

デイサービスセンター 
三和愛宕の園 

－ 三和区野 407-1 025-529-2525 

おもむき倶楽部 － 五智 2-14-22 025-520-7213 

SMiD デイサービス Sora － 
寺町 2-20-1 
（上越市福祉交流 
プラザ内） 

025-542-9129 

地域生活 
支援事業 

（訪問入浴） 

ツクイ上越栄町 － 栄町 1-7-26 025-539-6681 

さくらメディカル（株） － 鴨島 11-1 025-521-3773 

アースサポート上越 － とよば 127番 025-527-2311 
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サービスの種類 事業所（施設）名 定 員 住         所 電    話 

地域生活 
支援事業 

（移動支援） 

上越市社会福祉協議会 
ヘルパーステーション上越 

－ 木田新田 1-1-3 025-526-1666 

上越市社会福祉協議会 
ヘルパーステーション上越北 

－ 頸城区百間町 615-2 025-530-4361  

上越市社会福祉協議会 
ヘルパーステーション上越南 

－ 清里区岡野町 1618 025-530-7637 

上越市社会福祉協議会 
ヘルパーステーション安塚 

－ 安塚区安塚 2549-5 025-592-3002 

上越市社会福祉協議会 
ヘルパーステーション柿崎 

－ 柿崎区柿崎 558-1 025-536-6755 

NPO法人スキップ 
ヘルパーステーション 

－ 大町 2-2-30-702 090-6794-5414 

地域生活 
支援事業 

（移動支援） 

（株）ホームケアプラス － 中田原 80-28 025-520-8518 

ツクイ上越つちはし － 土橋 828-2 025-526-1890 

ニチイケアセンター直江津 － 五智新町 1-24 025-531-3060 

ニチイケアセンター柿崎 － 
柿崎区馬正面 1159-
41 

025-535-2951 

ニチイケアセンター上越たかだ － 上越市北城町 4-13-8 025-520-4380 

放課後等 
デイサービス 

かなやの里更生園 10人 大字下馬場 576-78 025-522-1961 

かなやの里療護園  
放課後等デイサービス つぼみ 

5人 大字下馬場 576-78 025-527-3188 

つどいの郷 10人 大潟区九戸浜 388-8 025-534-3972 

ぽぽの家 10人 大貫 1-15-14 025-523-2033 

また明日 たかだ 10人 本町 5-5-9 1F 025-522-8131 

また明日 たかだジュニア 10人 本町 5-5-9 1F 025-520-4222 

また明日 なおえつ 10人 五智 1-5-26 025-520-8637 

また明日 なおえつジュニア 10人 五智 1-5-26 025-520-8637 

児童発達支援・放課後等デイサ
ービス またあしたバンビ 

※1 
子安 1201 
メゾンヒカリ 1F 

025-520-8146 

南さくら工房 5人 大手町 5-32 025-526-6060 

放課後等デイサービス「ららん」 10人 石橋 2-3-31 025-542-5126 

放課後等デイサービス「にこ」 10人 寺町 2-20-1 025-520-8150 

放課後等デイサービス「もーと」 10人 石橋 2-3-29 025-546-7954 

スパークハウス上越ふじまき ※2 藤巻 7-35 025-523-0710 
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サービスの種類 事業所（施設）名 定 員 住         所 電    話 

放課後等 
デイサービス 

ブロッサムジュニア 
上越春日山教室 

※3 

春日山町 3-1-21 
ロイヤルパレス 
春日山 1号 

025-520-8536 

ブロッサムジュニア 
上越大手町教室 

大手町 6-3 
アンビエンテ 2階 

025-546-7624 

ブロッサムジュニア 
上越春日新田教室 

春日新田 5-5-22 025-530-7902 

SMiD デイサービス Sora ※4 
寺町 2-20-1（福祉 
交流プラザ内） 

025-542-9129 

グローバルキッズメソッド 
上越店 

※5 国府 3-17-57 025-546-7464 

まーち ※6 本町 3-2-22 070-8473-8530 

児童発達支援 

上越市こども発達支援センター 40人 寺町 2-20-1 025-522-4609 

スパークハウス上越ふじまき ※2 藤巻 7-35 025-523-0710 

ブロッサムジュニア 
上越春日山教室 

※3 

春日山町 3-1-21 
ロイヤルパレス 
春日山 1号 

025-520-8536 

ブロッサムジュニア 
上越大手町教室 

大手町 6-3 
アンビエンテ 2階 

025-546-7624 

ブロッサムジュニア 
上越春日新田教室 

春日新田 5-5-22 025-530-7902 

SMiD デイサービス Sora ※4 
寺町 2-20-1（福祉 
交流プラザ内） 

025-542-9129 

児童発達支援  
またあしたバンビ 

※1 
子安 1201 
メゾンヒカリ 1F 

025-520-8146 

グローバルキッズメソッド 
上越店 

※5 国府 3-17-57 025-546-7464 

まーち ※6 本町 3-2-22 070-8473-8530 

保育所等 
訪問支援 

上越市こども発達支援センター － 寺町 2-20-1 025-522-4609 

居宅訪問型 
児童発達支援 

SMiD デイサービス Sora － 
寺町 2-20-1（福祉 
交流プラザ内） 

025-542-9129 

※1 児童発達支援 またあしたバンビの「放課後等デイサービス」と「児童発達支援」の定員

は、両サービスを合わせて 10人です。 

※2 スパークハウス上越ふじまきの「放課後等デイサービス」と「児童発達支援」の定員は、 

両サービスを合わせて 10人です。 

※3  ブロッサム・ジュニアの「放課後等デイサービス」と「児童発達支援」の定員は、  

両サービスを合わせて 10人です。 

※4 SMiD デイサービス Sora の「放課後等デイサービス」と「児童発達支援」の定員は、 

   両サービスを合わせて 5人です。 

※5 グローバルキッズメソッド上越店の「放課後等デイサービス」と「児童発達支援」の定員

は、両サービスを合わせて 10人です。 

※6 まーちの「放課後等デイサービス」と「児童発達支援」の定員は、両サービスを合わせて

10人です。 
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どの人も負担が増えすぎないよう所得に応じた上限額を設定 

定率負担の月額負担上限額 

生活保護 0円 

低 所 得 0円 

一般 1 
下記の人は「一般 2」の区分 

・20歳以上の施設入所者 

・「グループホーム」利用者 

・「宿泊型自立訓練」利用者 

18歳未満の利用者 

（市民税所得割 

28万未満） 

4,600 円 

18歳以上の利用者 

（市民税所得割 

16万未満） 

9,300 円 

一般 2 37,200 円 

◇ 低 所 得：市民税非課税世帯に属する人 

◇ 一  般 1：市民税課税世帯に属する人 

（18歳未満 所得割 28 万未満、18歳以上 所得割 16万未満） 

◇ 一 般 2：市民税課税世帯に属する人で一般 1に該当しない人 

※ 上限額の算定における世帯の範囲 

18 歳未満の利用者：申請者の属する住民基本台帳上の世帯 

18 歳以上の利用者：本人及び配偶者 

 

 

どの人も負担が増えすぎないよう

所得に応じた上限額を設定 

（上越市独自設定） 

定率負担の月額負担上限額 

生活保護 0円 

低 所 得 0円 

一
般
1 

18 歳未満の利用者 

（市民税所得割 

28万未満） 

18 歳以上の利用者 

（市民税所得割 

16万未満） 

4,600円 

一般 2 6,200円 

 

障害福祉サービスと障害児通所支援の 

いずれか又は両方を利用している場合で、 

地域生活支援事業も利用している人に 

ついては、一月の合算額の上限額を 

設定します。 

（上越市独自設定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害福祉サービス
（施設入所） 

■ 障害福祉サービス等の利用者負担軽減 

 

 
 

生活保護移行防止のための軽減措置 

グループホーム入居者の

居住に要する費用の助成 

障害福祉サービス 障害児通所支援 地域生活支援事業 

利用者負担を行うことにより生活保護世帯に該当する場合は、生活保護

に該当しなくなるまで負担額を引き下げます。 

 

障害福祉サービスの上限額を共通上限として設定 

共通月額上限負担額（減免・軽減後） 

一
般
1 

18 歳未満の利用者 

（市民税所得割 28万未満） 
4,600 円 

18 歳以上の利用者 

（市民税所得割 16万未満） 
9,300 円 

一般 2 37,200 円 

 
食費等の実費負担に 

係る軽減措置 

 

食費等の実費負担に係る軽減措置 

障害者総合支援法によるすべてのサービスを通じ、利用者負担を行うことにより生活保護世帯に該当する場合は、生活
保護に該当しなくなるまで負担額を引き下げます。（上越市独自設定） 

入所施設では、低所得の
場合、食費・光熱水費にか
かる特定障害者特別給付
費が支給され、個別減免
後の利用者負担額と食
費・光熱水費の実費負担
を支払っても、手元に一
定額が残るようになりま
す。 

障害のある人がグループホ
ームを利用する際に利用者
1 人につき月額 1 万円を上
限に助成があります。 
（市民税課税世帯を除きま
す。） 

給食を提供している通所施
設等では、低所得、一般 1(市
民税所得割 16万円未満、児
童の場合は 28 万円未満)の
世帯の場合、食費負担額を 3
分の 1程度に減額します。 

給食を提供している通所
施設等では、低所得、一般
世帯 1(市民税所得割 16万
円未満、児童の場合は28万
円未満)の世帯の場合、食
費負担額の 3 分の 2 程度を
助成します。 
ただし、420円/日を上限とし
ます。 
（上越市独自設定） 

障害福祉サービス 
（グループホーム） 

放課後等デイサービス・ 
日中一時支援事業 

障害福祉サービス 
（自立訓練・就労移行支援・ 

就労継続支援・生活介護・ 

短期入所） 


